
 

平成 19 年 8 月 6 日 

農林水産省 

 

日本チリ EPA の効力発生のための外交上の公文の交換について 

1.  日チリ経済連携協定（EPA）の効力の発生のための外交上の公文の交換が、8 月 4 日（土曜日）、サンティアゴ（チリ）にて、行

われました。  

2. これにより、この協定は 9 月 3 日（月曜日）に効力を生ずることとなりました。 
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